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(57)【要約】
　本発明はタッチデバイスに係り、特に容量タッチデバ
イスのパターンとその製造方法に関する。この容量タッ
チデバイスのパターンは、基板、２つの互いに隣接した
第１軸の電極、第１軸の導電配線、および一対の金属ジ
ャンパを備える。第１軸の導電配線は、２つの互いに隣
接した第１軸の電極を接続するために、２つの互いに隣
接した第１軸の電極の間に設けられる。一対の金属ジャ
ンパは、２つの第１軸の電極と第１軸の導電配線との接
続部上に設けられる。これによって、２つの互いに隣接
した第１軸の電極と第１軸の導電配線との接続部によっ
て引き起こされる抵抗を低減することができ、容量タッ
チ制御デバイスのパターンの応答速度を増大することが
できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの互いに隣接した第１軸の電極と、
　前記２つの互いに隣接した第１軸の電極の間に設けられた第１軸の導電配線と、
　前記２つの互いに隣接した第１軸の電極と前記第１軸の導電配線との接続部に電気的に
接続された一対の金属ジャンパとを備えた、
　容量タッチデバイスのパターン。
【請求項２】
　前記第１軸の導電配線の両側に分かれて設けられた２つの互いに隣接した透明な第２軸
の電極と、
　前記第１軸の導電配線を横切って延び、前記２つの互いに隣接した第２軸の電極を接続
する第２軸の導電配線と、
　前記第１軸の導電配線と前記第２軸の導電配線とを絶縁するために、前記第１軸の導電
配線と前記第２軸の導電配線との間に形成され、前記第１軸の導電配線を部分的に覆う絶
縁層とをさらに備えた、
　請求項１に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項３】
　前記一対の金属ジャンパが金属配線により形成された、
　請求項１に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項４】
　前記一対の金属ジャンパは、モリブデン、アルミニウム、およびモリブデンのうち１種
または２種以上を含む金属膜により形成された、
　請求項１に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項５】
　前記容量タッチデバイスのパターンが基板上に形成された、
　請求項１に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項６】
　基板の両側部に形成された第１軸の周辺配線と第２軸の周辺配線とをさらに備え、
　前記第１軸の周辺配線は前記第１軸の電極に接続され、前記第２軸の周辺配線は前記第
２軸の電極に接続された、
　請求項５に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項７】
　前記第２軸の導電配線は、モリブデン、アルミニウム、およびモリブデンのうち１種ま
たは２種以上を含む金属膜により形成された、
　請求項２に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項８】
　２つの互いに隣接した第２軸の電極と、
　前記２つの互いに隣接した第２軸の電極の間にこれらを接続するために形成された第２
軸の導電配線と、
　前記第２軸の導電配線を部分的に覆う絶縁層とをさらに備え、
　前記一対の金属ジャンパは前記第２軸の導電配線の両側に設けられ、
　前記第１軸の導電配線１１は前記絶縁層および前記一対の金属ジャンパを部分的に覆う
、
　請求項１に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項９】
　前記２つの互いに隣接した第１軸の電極は、前記第１軸の導電配線１１の両端部に接続
するように、前記第２軸の導電配線の両側に分かれて設けられ、
　前記絶縁層の分離が、前記２つの互いに隣接した第２軸の電極と前記第２軸の導電配線
とを電気的に絶縁する、
　請求項８に記載の容量タッチデバイスのパターン。
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【請求項１０】
　前記一対の金属ジャンパは金属配線により形成された、
　請求項８に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項１１】
　前記一対の金属ジャンパは、モリブデン、アルミニウム、およびモリブデンのうち１種
または２種以上を含む金属膜により形成された、
　請求項８に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項１２】
　前記タッチデバイスのパターンが設けられた基板の両側部に形成された第１軸の周辺配
線と第２軸の周辺配線とをさらに備え、
　前記第１軸の周辺配線は前記第１軸の電極に接続され、前記第２軸の周辺配線は前記第
２軸の電極に接続された、
　請求項８に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項１３】
　前記第２軸の導電配線は、モリブデン、アルミニウム、およびモリブデンのうち１種ま
たは２種以上を含む金属膜により形成された、
　請求項８に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項１４】
　前記２つの互いに隣接した第１軸の電極および前記第１軸の導電配線は、一体成形構造
として形成された、
　請求項１に記載の容量タッチデバイスのパターン。
【請求項１５】
　以下の工程を有する容量タッチデバイスのパターンの製造方法。
　基板の表面に、２つの互いに隣接した第１軸の電極、第１軸の導電配線、および２つの
互いに隣接した第２軸の電極を形成する工程。ここで、前記第１軸の導電配線は、前記２
つの互いに隣接した第１軸の電極の間にこれらを接続するために設けられ、前記２つの互
いに隣接した第２軸の電極は、前記第１軸の導電配線の両側に分かれて設けられる。
　前記第１軸の導電配線を部分的に覆う絶縁層を形成する工程。
　一対の金属ジャンパおよび第２軸の導電配線を形成する工程。ここで、前記一対の金属
ジャンパは前記２つの互いに隣接した第１軸の電極と前記第１軸の導電配線との接続部上
に設けられる。
【請求項１６】
　前記第２軸の導電配線は、前記絶縁層を横切って延び、前記２つの互いに隣接した第２
軸の電極を接続し、前記第１軸の導電配線と前記第２軸の導電配線とが電気的に絶縁され
る、　
　請求項１５に記載の製造方法。
【請求項１７】
　さらに、以下の工程を有する請求項１５に記載の製造方法。
　基板の両側部に、第１軸の周辺配線および第２軸の周辺配線を形成する工程。ここで、
前記第１軸の周辺配線は前記第１軸の電極に接続され、前記第２軸の周辺配線は前記第２
軸の電極に接続される。
【請求項１８】
　以下の工程を有する容量タッチデバイスのパターンの製造方法。
　基板上に一対の金属ジャンパおよび第２軸の導電配線を形成する工程。ここで、前記一
対の金属ジャンパは、前記第２軸の導電配線の両側に分かれて設けられる。
　前記第２軸の導電配線を部分的に覆う絶縁層を形成する工程。
　前記基板上に、２つの互いに隣接した第１軸の電極、第１軸の導電配線、および２つの
互いに隣接した第２軸の電極を形成する工程。ここで、前記２つの互いに隣接した第２軸
の電極は前記第２軸の導電配線の両端部に分かれて接続され、前記２つの互いに隣接した
第１軸の電極は前記第２軸の導電配線の両側に分かれて設けられる。
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【請求項１９】
　前記第１軸の導電配線は、前記絶縁層および前記一対のジャンパを部分的に覆い、
　前記第１軸の導電配線は、前記２つの互いに隣接した第１軸の電極に接続される、
　請求項１８に記載の製造方法。
【請求項２０】
　さらに、以下の工程を有する請求項１８に記載の製造方法。
　基板上に、第１軸の周辺配線および第２軸の周辺配線を形成する工程。ここで、前記第
１軸の周辺配線は前記第１軸の電極に接続され、前記第２軸の周辺配線は前記第２軸の電
極に接続される。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はタッチデバイスに係り、特に容量タッチデバイスのパターンとその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子材料の急速な発展に伴って、タッチデバイスはすでに汎用の入力インターフェイス
となっている。圧力操作または手動操作による従来の入力インターフェイスはまた、近い
将来、タッチデバイスに置き換わるであろう。最近では、液晶パネルの活発な開発によっ
て、表示スクリーンが一体化されたタッチデバイスがすでに大量に生産され、売られてい
る。タッチデバイスは、抵抗タッチデバイスと容量タッチデバイスとに分けることができ
る。既存の家電製品は容量タッチデバイスを大いに利用し、容量デバイスを表示スクリー
ンに一体化している。
【０００３】
　一体化された表示スクリーンにおいて、容量タッチデバイスは通常、平面の２つの軸方
向（Ｘ軸とＹ軸）の座標感知力を有する。図１は、従来の容量タッチデバイスのパターン
を示す。容量タッチデバイスのパターン１０は、基板５を含む。２つの互いに隣接した第
１軸の電極１と第１軸の導電配線１１とが複数群あり、これらはＸ軸方向のセンサ電極単
位を構成し、タッチ位置のＸ軸座標の感知に使用される。２つの互いに隣接した第２軸の
電極２と第２軸の導電配線２１とが複数群あり、これらはＹ軸方向のセンサ電極単位を構
成し、タッチ位置のＹ軸座標の感知に使用される。第１軸の導電配線１１と第２軸の導電
配線２１とを互いから電気的に絶縁するために、絶縁層４が使われる。上述のセンサ電極
単位は、インジウム錫酸化物のような透明導電材料によって形成できる。絶縁層４は通常
、ポリイミドのような透明絶縁材料によって形成される。
【０００４】
　容量タッチデバイスの応答速度は、Ｘ軸方向とＹ軸方向のセンサ電極単位の抵抗によっ
て制限される。センサ電極単位の抵抗は、主に透明な第１軸の導電配線１１によって作ら
れた首部の影響を受ける。従来の容量タッチデバイスのパターンに制限されて、第１軸の
導電配線１１の面積は通常はより小さく、同時により大きな抵抗を有している。したがっ
て、首部における抵抗を低減し、容量タッチデバイスの応答速度を改善することが課題と
なっている。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、２つの互いに隣接した第１軸の電極と第１軸の導電配線との接続部を
横切る金属ジャンパを設けることによって、タッチデバイスの抵抗を効果的に低減し、タ
ッチデバイスの応答速度を増大することが可能な容量タッチデバイスのパターンを提供す
ることである。
【０００６】
　一実施形態において、容量タッチデバイスのパターンは、
　２つの互いに隣接した第１軸の電極と、
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　前記２つの互いに隣接した第１軸の電極の間にこれらを接続するために設けられた第１
軸の導電配線と、
　前記２つの互いに隣接した第１軸の電極と前記第１軸の導電配線との接続部に電気的に
接続された一対の金属ジャンパとを備える。
【０００７】
本発明の他の目的は、以下の工程を有する容量タッチデバイスのパターンの製造方法を提
供することである。基板の表面に、２つの互いに隣接した第１軸の電極、第１軸の導電配
線、および２つの互いに隣接した第２軸の電極を形成する。ここで、前記第１軸の導電配
線は、前記２つの互いに隣接した第１軸の電極の間にこれらを接続するために設けられ、
前記２つの互いに隣接した第２軸の電極は、前記第１軸の導電配線の両側に分かれて設け
られる。さらに、前記第１軸の導電配線を部分的に覆う絶縁層を形成する。次に、一対の
金属ジャンパおよび第２軸の導電配線を形成する。ここで、前記一対の金属ジャンパは、
前記２つの互いに隣接した第１軸の電極と前記第１軸の導電配線との接続部上に設けられ
る。さらに、前記第２軸の導電配線は、前記絶縁層を横切って設けられ、前記２つの互い
に隣接した第２軸の電極を接続し、前記第１軸の導電配線と前記第２軸の導電配線とが電
気的に絶縁される。
【０００８】
　本発明の他の目的は、以下の工程を有する容量タッチデバイスのパターンの製造方法を
提供することである。基板上に一対の金属ジャンパおよび第２軸の導電配線を形成する。
ここで、前記一対の金属ジャンパは、前記第２軸の導電配線の両側に分かれて設けられる
。さらに、前記第２軸の導電配線を絶縁層で覆う。次に、前記基板上に、２つの互いに隣
接した第１軸の電極、第１軸の導電配線、および２つの互いに隣接した第２軸の電極を形
成する。ここで、前記２つの互いに隣接した第２軸の電極は、前記第２軸の導電配線の両
端部に分かれて接続される。前記２つの互いに隣接した第１軸の電極は、前記第２軸の導
電配線の両側に分かれて設けられる。ここで、前記第１軸の導電配線は前記絶縁層で部分
的に覆われ、前記一対のジャンパもまた部分的に覆われる。前記第１軸の導電配線は２つ
の互いに隣接した第１軸の電極に接続される。前記第１軸の導電配線と前記第２軸の導電
配線との間に絶縁層を形成することで、電気的な絶縁が得られる。
【０００９】
　上記から要約するように、本発明における容量タッチデバイスのパターンは、２つの互
いに隣接した第１軸の電極と第１軸の導電配線との接続によって引き起こされる抵抗を効
果的に低減することができ、これによって、容量タッチデバイスの応答速度を増大するこ
とができる。製造方法において、一対の金属ジャンパおよび第２軸の導電配線を完成する
のにエッチングが必要であり、これによって追加の製造コストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】従来のタッチデバイスのパターンを示す。
【００１１】
【図２】本発明の一実施形態におけるタッチデバイスのパターンの製造方法のフローチャ
ートを示す。
【００１２】
【図３】本発明の一実施形態におけるタッチデバイスのパターンの製造方法の各工程に応
じた構造を示す。
【図４】本発明の一実施形態におけるタッチデバイスのパターンの製造方法の各工程に応
じた構造を示す。
【図５】本発明の一実施形態におけるタッチデバイスのパターンの製造方法の各工程に応
じた構造を示す。
【００１３】
【図６】本発明の一実施形態におけるタッチデバイスのパターンの模式図を示す。
【００１４】
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【図７Ａ】タッチデバイスのパターンのＡ軸断面図である。
【００１５】
【図７Ｂ】タッチデバイスのパターンのＢ軸断面図である。
【００１６】
【図８】タッチデバイスのパターンの製造方法のフローチャートを示す。
【００１７】
【図９】タッチデバイスのパターンの製造方法の各工程に応じた構造の模式図を示す。
【図１０】タッチデバイスのパターンの製造方法の各工程に応じた構造の模式図を示す。
【図１１】タッチデバイスのパターンの製造方法の各工程に応じた構造の模式図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　当業者にとって、以下に記す実施形態と図面は説明目的だけのためで、いかなる方法に
よっても本発明の範囲は制限されない。
【００１９】
　図２は、タッチデバイスのパターンの製造方法のフローチャートを示す。図３、４、５
は、図２の製造方法の各工程によって製造されるパターンの平面図である。タッチデバイ
スのパターンの製造方法は、イエローライトプロセスあるいは回路印刷技術を用いること
ができる。本発明におけるタッチデバイスのパターンの製造方法は以下の工程を含む。
【００２０】
ステップＳ１１：基板５の表面に、２つの互いに隣接した第１軸の電極１、第１軸の導電
配線１１、および２つの互いに隣接した第２軸の電極２を形成する。図３に示すように、
第１軸の導電配線１１は、２つの互いに隣接した第１軸の電極１の間にこれらを互いに接
続するために設けられる。２つの互いに隣接した第２軸の電極２は、第１軸の導電配線１
１の両側に分かれて設けられる。２つの互いに隣接した第１軸の電極１、第１軸の導電配
線１１、および２つの互いに隣接した第２軸の電極２は、透明導電材料により形成するこ
とができる。透明導電材料は、可視光透明性と導電性とを有する。透明導電材料としては
インジウム錫酸化物が挙げられるが、他の種類の透明導電材料もまた、発明の限定を避け
るためここではリストしないが、使用できる。第１軸の電極１と第１軸の導電配線１１と
は、一体成形の構造であってもよい。
【００２１】
ステップＳ１２：図４に示すように、絶縁層４によって第１軸の導電配線１１を覆う。絶
縁層４はポリイミドのような透明絶縁材料によって形成することができるが、透明絶縁材
料の種類は発明の限定を避けるためここではリストしない。
【００２２】
ステップＳ１３：図５に示すように、一対の金属ジャンパ３および第２軸の導電配線２１
を形成する。この一対の金属ジャンパ３は、２つの互いに隣接した第１軸の電極１と第１
軸の導電配線１１との接続部上に設けられる。第１軸の導電配線１１と第２軸の導電配線
２１との間で電気的な絶縁を形成するようにして、絶縁層４を横切って設けられた第２軸
の導電配線２１は、２つの互いに隣接した第２軸の電極２に接続される。図５中のタッチ
デバイスのパターン４０は、ステップＳ１１－Ｓ１３を通して形成することができる。
【００２３】
　図５中の容量タッチデバイスのパターン４０において、第１軸の導電配線１１は狭くか
つ長く、透明導電材料により形成されており、２つの互いに隣接した第１軸の電極１の間
の抵抗を比較的高くする。しかしながら、一対の金属ジャンパ３が２つの互いに隣接した
第１軸の電極１と第１軸の導電配線１１との間の接続部上に設けられた後、２つの互いに
隣接した第１軸の電極１の間の抵抗を低減することができ、一体タッチデバイスの感知速
度を増大することができる。
【００２４】
　容量タッチデバイスのパターン４０は、タッチデバイスのパターン４０の完成の後、周
辺配線を介して、好ましい導電率で外部の制御部にさらに接続することができる（図１－
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図４においては示されない）。たとえば、第１軸の周辺配線（図１－図４おいては示され
ない）と第２軸の周辺配線（図２－図５おいては示されない）とは、第１軸の周辺配線を
第１軸の電極１に接続し、第２軸の周辺配線を第２軸の電極２に接続するように、基板５
の両側部に形成される。
【００２５】
　図６は、本実施形態における容量タッチデバイスのパターンの平面図である。タッチデ
バイスのパターン５０は、図５中のタッチデバイスのパターン４０をアレイ状に配列する
ことによって、形成される。タッチデバイスのパターン４０は、以下の実施形態で述べる
タッチデバイスのパターンの方法を使用して、完成することができる。
【００２６】
　図７Ａは、タッチデバイスのパターン４０のＡ軸断面図である。図７Ｂは、タッチデバ
イスのパターン４０のＢ軸断面図である。
　一実施形態において、タッチデバイスのパターン４０は、基板５、２つの互いに隣接し
た第１軸の電極１、第１軸の導電配線１１、２つの互いに隣接した第２軸の電極２、第２
軸の導電配線２１、絶縁層４、および一対の金属ジャンパ３を含む。２つの互いに隣接し
た第１軸の電極１、第１軸の導電配線１１、および２つの互いに隣接した第２軸の電極２
は、基板５の表面に設けられる。第１軸の導電配線１１は、２つの互いに隣接した第１軸
の電極１の間にこれらを接続するように形成される。２つの互いに隣接した第２軸の電極
２は、第１軸の導電配線１１の両側に分かれて設けられる。第２軸の導電配線２１は、第
１軸の導電配線１１を横切って延び、２つの互いに隣接した第２軸の電極２に接続されて
いる。絶縁層４は、透明な第１軸の導電配線１１と第２軸の導電配線２１との間にこれら
を電気的に絶縁するように形成される。一対の金属ジャンパ３は、２つの互いに隣接した
第１軸の電極１と第１軸の導電配線１１との間の接続部上に設けられる。
【００２７】
　図５および図６において、２つの互いに隣接した第１軸の電極１と第１軸の導電配線１
１とが複数群あり、これらはＸ軸方向のセンサ電極単位を構成する。これらのセンサ電極
単位は、タッチ位置のＸ軸座標の感知に使用される。２つの互いに隣接した第２軸の電極
２と第２軸の導電配線２１とが複数群あり、これらはＹ軸方向のセンサ電極単位を構成し
、タッチ位置のＹ軸座標の感知に使用される。２つの互いに隣接した透明な第２軸の電極
は、ＩＴＯのような透明導電材料からなる。第２軸の導電配線２１は、モリブデン／アル
ミニウム／モリブデン、または導電率の良い他の任意の金属からなる金属膜であり得る。
このモリブデン／アルミニウム／モリブデン金属膜は、第２軸の導電配線２１を完成する
ためのエッチングプロセスに好適に使用される。
【００２８】
　絶縁層４は、透明な第１軸の導電配線１１と第２軸の導電配線２１との間に形成される
。第１軸の導電配線１１と第２軸の導電配線２１との間に適切な電気的な絶縁が形成され
るように、第２軸の導電配線２１の幅に基づいて適当な面積の絶縁層を選択することがで
きる。絶縁層４は、ポリイミドまたは他の任意の同様の／公知の材料により形成すること
ができる。
【００２９】
　透明な第１軸の電極１と透明な第１軸の導電配線１１とで構成されるＸ軸方向の電極単
位の抵抗を減らすために、一対の金属ジャンパ３が使われる。この一対の金属ジャンパ３
は、２つの互いに隣接した第１軸の電極１と第１軸の導電配線１１との接続部の近傍に設
けることができる。第１軸の導電配線１１は第１軸の電極１のそれと比較して相対的に小
さな横断面を持つ。このことは、２つの互いに隣接した第１軸の電極１と第１軸の導電配
線１１とを含む首部の抵抗をより大きくする。このことは、第１軸の電極１と透明な第１
軸の導電配線１１とで構成されるＸ軸方向の電極単位の抵抗を増大させる。
【００３０】
　第１軸の電極１と透明な第１軸の導電配線１１とで構成されるＸ軸方向の電極単位の抵
抗は、一対の金属導電配線３によって低減することができる。この抵抗の低減は、タッチ



(8) JP 2015-507231 A 2015.3.5

10

20

30

40

50

デバイスの応答時間を短くすることができ、これによってタッチデバイスの応答速度を増
大することができる。ここで、Ｘ軸の電極単位の抵抗を計算する方法について述べる。第
１軸の電極１の数をＮとしたとき、Ｎ－１は第１軸の導電配線１１の数を表す。Ｘ軸方向
の電極単位の抵抗は、第１軸の電極１と第１軸の導電配線１１との連続的な障害から得ら
れる抵抗に対応する。 
　言い換えれば、Ｘ軸方向の電極単位の抵抗は、第１軸の電極１の抵抗を第１軸の電極１
の数だけ掛け、次に２つの互いに隣接した第１軸の電極１と第１軸の導電配線１１とで構
成される首部の抵抗を加え、最後に首部の数を掛けたものである。
【００３１】
　たとえば、個々の第１軸の電極１の抵抗が１００Ωであり、個々の首部の抵抗が２００
Ωであるとする。Ｎが１１であるとき、Ｘ軸方向の電極単位の抵抗は、３１００Ω（１１
×１００＋１０×２００＝３１００Ω）である。一対の金属導電配線３を加えると、首部
の抵抗は１０Ωになる。このとき、Ｘ軸方向の電極単位の抵抗は、１２００Ω（１１×１
００＋１０×１０＝１２００Ω）である。
【００３２】
　一対の金属ジャンパ３は任意の金属配線からなり、特に好ましくは、モリブデン、アル
ミニウム、またはモリブデンを含む金属膜である。エッチングプロセスにより、一対の金
属ジャンパ３および第２軸の導電配線２１を完成することができる。
【００３３】
　図８は、タッチデバイスのパターンの製造方法のフローチャートを示す。図９－図１１
は、タッチデバイスのパターンの製造方法の種々の工程に応じた構造の模式図を示す。タ
ッチデバイスのパターンの製造方法は、イエローライトプロセスあるいは回路印刷技術を
用いることができる。図１１に示すように、タッチデバイスのパターンの製造方法におい
て製造されるタッチデバイスのパターン９０は、タッチデバイスのパターン４０の逆重ね
構造を有する。タッチデバイスのパターンの製造方法は以下の工程を含む。
【００３４】
ステップＳ６１：図９に示すように、基板５の表面に、一対の金属ジャンパ３および第２
軸の導電配線２１を形成する。ここで、一対の金属ジャンパ３は、第２軸の導電配線２１
の両側に分かれて設けられる。一対の金属ジャンパ３および第２軸の導電配線２１は、モ
リブデン／アルミニウム／モリブデンの金属膜により形成することができる。
【００３５】
ステップＳ６２：図１０に示すように、絶縁層４によって第２軸の導電配線２１を覆う。
絶縁層４はポリイミドであり得るが、本発明はこれに限らない。
【００３６】
ステップＳ６３：基板５の表面に、２つの互いに隣接した第１軸の電極１、第１軸の導電
配線１１、および２つの互いに隣接した第２軸の電極２を形成する。図１１に示すように
、２つの互いに隣接した第２軸の電極２は、第２軸の導電配線２１の両端部に接続される
。２つの互いに隣接した第１軸の電極１は、第２軸の導電配線２１の両側に分かれて設け
られる。第１軸の導電配線１１は、絶縁層４を部分的に覆い、一対の金属ジャンパ３を部
分的に覆う。第１軸の導電配線１１は、２つの互いに隣接した第１軸の電極１に接続され
る。第１軸の導電配線１１と第２軸の導電配線２１との間に設けられる絶縁層４は、配線
１１、２１を電気的に絶縁させる。２つの互いに隣接した第１軸の電極１、第１軸の導電
配線１１、および２つの互いに隣接した第２軸の電極２は、インジウム錫酸化物により形
成することができる。タッチ制御回路パターン９０は、ステップＳ６１－Ｓ６３を通して
形成することができる。
【００３７】
　本発明に係る実施形態のタッチデバイスのパターンおよびその製造方法によれば、２つ
の互いに隣接した第１軸の電極と第１軸の導電配線とで構成される首部によって引き起こ
される抵抗を低減することができ、これによって、タッチデバイスのパターンの応答速度
を増大することができる。
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